
特定 (産業別)最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に

関する公示

岩手労働局二般公示第 21号

岩手地方最低賃金審議会は、岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造

業最低賃金の改正決定について調査審議を行 うため、最低賃金法 (昭和 34年法律

第 137号 )第 25条第 5項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を

聴 くので、岩手県の区域内で鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業を営む

使用者又はこれに使用される労働者 (こ れ らの者の団体 も含む。)であって意見を述

べようとするものは、その意見を記載 した文書を令和 3年 9月 15日 までに、岩手

地方最低賃金審議会 (事務局 :盛 岡市盛岡駅西通―丁 目9-15盛 岡第 2合 同庁舎

5階岩手労働局労働基準部賃金室)あて提出されたい。

令和 3年 8月 24日

岩手労働局長 稲原 俊



特定 (産業別)最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に

関する公示

岩手労働局一般公示第 22号

岩手地方最低賃金審議会は、岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造

業最低賃金の改正決定について調査審議を行うため、最低賃金法 (昭和 34年法律

第 137号)第 25条第 5項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を

聴くので、岩手県の区域内で光学機械器具・レンズ(時計 。同部分品製造業を営む

使用者又はこれに使用される労働者 (こ れらの者の団体も含む。)であって意見を述

べようとするものは、その意見を記載した文書を令和 3年 9月 15日 までに、岩手

地方最低賃金審議会 (事務局 :盛岡市盛岡駅西通一丁目9二 15盛岡第 2合同庁舎

5階岩手労働局労働基準部賃金室)あて提出されたい。

令和 3年 8月 24日

岩手労働局長 稲原 俊
採
暑



特定 (産業別)最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に

関する公示

岩手労働局一般公示第 23号

岩手地方最低賃金審議会は、岩手県電子部品・デバイス 0電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について調査審議を行うため、最

低賃金法 (昭和 34年法律第 137号)第 25条第 5項の規定に基づき、関係労働

者及び関係使用者の意見を聴くので、岩手県の区域内で電子部品・デバイス・電子

回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業を営む使用者又はこれに使用される

労働者 (こ れらの者の団体も含む。)であって意見を述べようとするものは、その意

見を記載した文書を令和 3年 9月 15日 までに、岩手地方最低賃金審議会 (事務局 :

盛岡市盛岡駅西通一丁目9-15盛 岡第 2合同庁舎 5階岩手労働局労働基準部賃金

室)あて提出されたい。

令和 3年 8月 24日

岩手労働局長 稲原 俊浩



特定 (産業別)最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に

関する公示

岩手労働局一般公示第 24号

岩手地方最低賃金審議会は、岩手県 自動車小売業最低賃金の改正決定について調

査審議を行 うため、最低賃金法 (昭和 34年法律第 137号 )第 25条第 5項 の規

定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を聴 くので、岩手県の区域内で自動 .

車小売業を営む使用者又はこれに使用される労働者 (こ れ らの者の団体 も含む。)で

あって意見を述べようとするものは、その意見を記載 した文書を令和 3年 9月 15

日までに、岩手地方最低賃金審議会 (事務局 :盛 岡市盛岡駅西通一丁 目9-15盛

岡第 2合同庁舎 5階岩手労働局労働基準部賃金室)あて提出されたい。

令和 3年 8月 24日

岩手労働局長 稲原 俊



参考人意見書（労働者用） 
 
 

令和   年   月   日 

事業場又は団体名  

所   在   地  

職種 又は 役職名  

ふ  り  が  な 

氏      名  

性 別 ： 年 齢 男  ：  女      満     歳 

 

特定（産業別）最低賃金の（改正）決定について意見を申し述べま

す。 

１ 意見の主旨 
 
 
 
 
 
 

２ 生計費の状況について 
 
 
 
 
 

３ 賃金について 
（１） 賃金の現状について 

 
 
 
 
 



（２） 所属している事業場（同業界）又は岩手県内の賃金動向について 
 
 
 
 
 

（３） 望まれる賃金額（月額、日額または時間額）について 
 
 

その理由（生計費の状況と照らしながら記載してください。） 
 
 
 
 
 

４ 賃金支払能力について 
（上記の「望まれる賃金額」を支払う側（所属事業場又は岩手県内の事業場）

の景況や収益状況等を記載してください。） 
 
 
 
 
 

５ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定について、考慮すべきだと

考える要素について 
 
 
 
 
 

６ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定に当たっての意見、要望に

ついて 
 
 

  



参考人意見書（使用者用） 
 
 

令和   年   月   日 

事業場又は団体名  

所   在   地  

業種 又は 役職名  

ふ  り  が  な 

氏      名  

性 別 ： 年 齢 男  ：  女      満     歳 

 

特定（産業別）最低賃金の（改正）決定について意見を申し述べま

す。 

１ 意見の主旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 賃金支払能力について 
（事業場又は岩手県内の事業場の景況や収益状況等を記入してください。） 
 
 
 
 
 

３ 賃金について 
（１） 賃金の現状について（貴事業場）＊団体の場合は不要 

正規労働者数     人 ： 非正規労働者数     人 



正規労働者のうち最も低い労働者の賃金水準 
その方の基本給：（時給・日給・月給）          円 

職 種： 
年 齢： 

非正規労働者のうち最も低い労働者の賃金水準 
その方の基本給：（時給・日給・月給）          円 

職 種： 
年 齢： 

 
時給に換算して、※各産別に対応した金額 円未満の労働者が占める割合 
     割程度 

（２） 賃金の現状について（貴事業場の同業界又は岩手県内の賃金動向） 
 
 
 
 
 

（３） 望まれる賃金額（月額、日額または時間額）について 
 
 

その理由 
 
 
 
 
 

４ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定について、考慮すべきだと

考える要素について 
 
 
 
 
 

５ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定に当たっての意見、要望に

ついて 
 
 



参考人意見書（労働者用） 
〔はじめに〕 

この参考人意見書は、特定（産業別）最低賃金を調査・審議するため、審議会

委員の皆さんに配布し活用していただくためのものです。 
よって、労働者の立場から、個人的な希望ではなく、特定（産業別）最低賃金

額がどのようにあるべきものか、具体的にご記入をお願いします。 
なお、特定（産業別）最低賃金の調査・審議以外には使用せず、個人情報とし

て厳重に管理いたします。 
〔項目別の注意事項〕 

１ 意見の主旨 
特定（産業別）最低賃金について、意見を述べようとする理由、内容を簡潔

に記入してください。 
２ 生計費の状況について 

あなたの生計費の状況又は岩手県内の生計費について、できるだけ具体的に

記入してください。 
３ 賃金について 
（１） 賃金の現状について 

あなたが受けている賃金（基本給：時給・日給・月給の別、諸手当）

又は岩手県内の賃金について、できるだけ具体的に記入してください。 
（２） 所属している事業場（同業界）又は岩手県内の賃金動向について 

あなたが所属している事業場又はその業界、もしくは岩手県内におけ

る賃金額の変遷などについて、 
① 昨年と現在の同時期での比較 ② ベースアップ、定期昇給の状況 
③ 労働時間の状況（所定労働時間、時間外労働時間の増減等） 
などを記入してください。 

（３） 望まれる賃金額（月額、日額または時間額）について 
あなたが望む賃金額とその理由又は岩手県内の賃金額がどのように

あるべきかとその理由について、できるだけ具体的に記入してください。 
４ 賃金支払能力について 

あなたが所属している事業場又は岩手県内の事業場における景況等を踏ま

え、望まれる賃金額を支払うことができる状況にあるか、率直な意見を記入し

てください。 
５ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定について、考慮すべきだと

考える要素について 
特定（産業別）最低賃金の調査・審議に当たって、考慮すべきだと考えるも

のがあれば、その理由も含めて記入してください。 
６ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定に当たっての意見、要望に

ついて 
特定（産業別）最低賃金の調査・審議に当たって、意見、要望があれば記入

してください。  



参考人意見書（使用者用） 
〔はじめに〕 

この参考人意見書は、特定（産業別）最低賃金を調査・審議するため、審議会

委員の皆さんに配布し活用していただくためのものです。 
よって、使用者の立場から、個人的な希望ではなく、特定（産業別）最低賃金

額がどのようにあるべきものか、具体的にご記入をお願いします。 
なお、特定（産業別）最低賃金の調査・審議以外には使用せず、個人情報とし

て厳重に管理いたします。 
〔項目別の注意事項〕 

１ 意見の主旨 
特定（産業別）最低賃金について、意見を述べようとする理由、内容を簡潔

に記入してください。 
２ 賃金支払能力について 

貴社又は岩手県内の同業界における 
① 景況の昨年と現在の同時期での比較 ② 外部環境等の要因の変化 
③ 今後の経営の見込み（設備投資、収益等） 

などを踏まえ、賃金を支払う上での課題や今後の展望について、率直な意見を

記入してください。 
３ 賃金について 
（１） 賃金の現状について（貴事業場）＊団体の場合は不要 

貴社が雇用している労働者について、記入してください。 
（２） 賃金の現状について（貴事業場の同業界又は岩手県内の賃金動向） 

貴社又はその業界、もしくは岩手県内における賃金の現状について、 
① 昨年と現在の同時期での比較 ② ベースアップ、定期昇給の状況 
③ 労働時間の状況（所定労働時間、時間外労働時間の増減等） 
などを記入してください。 

（３） 望まれる賃金額（月額、日額または時間額）について 
貴社又はその業界、もしくは岩手県内の賃金額がどのようにあるべき

かとその理由について、できるだけ具体的に記入してください。 
４ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定について、考慮すべきだと

考える要素について 
特定（産業別）最低賃金の調査・審議に当たって、考慮すべきだと考えるも

のがあれば、その理由も含めて記入してください。 
５ その他、特定（産業別）最低賃金の（改正）決定に当たっての意見、要望に

ついて 
特定（産業別）最低賃金の調査・審議に当たって、意見、要望があれば記入

してください。 


